
 

 

 

2018年 10月 11日  

各  位 

会 社 名 株式会社アルテ サロン ホールディングス 

     代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 石 山  一 

（コード番号：2406） 

問合せ先 執行役員経営企画部長 坂 口 満 春 

          電話 045-663-6123（代表） 

 

当社連結子会社の会社分割（新設分割）に関するお知らせ 

 

当社は、2018年 10月 11日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社スタイルデザイ

ナー（以下「スタイルデザイナー」）の事業の一部を会社分割（新設分割）し、新設する株式会社Ｃ＆

Ｐ（以下「Ｃ＆Ｐ」）に承継させるとともに、Ｃ＆Ｐを当社の 100％子会社とすることを決議いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件は当社の完全子会社を当事者とする組織再編であるため、適時開示の際に必要とされる

開示事項及び内容を一部省略して記載しております。 

 

記 

１．会社分割の目的 

 スタイルデザイナーは、ファミリーサロンの外部加盟型店舗と「早い・安い・親切・丁寧」をコン

セプトとし定期的な身だしなみのニーズにエコノミープライスでお応えするメンテナンスサロンであ

るチョキペタの直営店舗を展開してまいりました。 

今後は、当社グループの成長事業の柱の一つとして、チョキペタ事業のさらなる拡大・成長のため、

同事業の意思決定の迅速化と組織の独立性を高めることを目的として、スタイルデザイナーより同事

業を分割し、当社の子会社とすることといたしました。 

 

２．会社分割（新設分割）の要旨 

（1）分割の日程 

  2018年 10月 11日      取締役会における子会社会社分割の決議（当社） 

  2018年 11月 15日（予定）  臨時株主総会決議（スタイルデザイナー） 

  2019年１月４日（予定）   分割の効力発生日 

  2019年１月４日（予定）   新設会社の設立登記日 

  

（2）分割方式 

 スタイルデザイナーを分割会社とし、新設するＣ＆Ｐを承継会社とする分割型新設分割です。 

 

（3）株式の割当 

 本件分割に際して、新設会社となるＣ＆Ｐは普通株式 600 株を発行し、それら全ての株式を分割会

社であるスタイルデザイナーに割当交付します。なおスタイルデザイナーはこれと同時にスタイルデ

ザイナーに割当てられた全株式を剰余金の配当としてスタイルデザイナーの 100％親会社である当社

に対して交付します。 

 

（4）分割により減少する資本金等 

 本件分割による、スタイルデザイナーの資本金の減少はありません。 

 

（5）新設会社が承継する権利義務 

 新設会社であるＣ＆Ｐは、効力発生日において分割会社であるスタイルデザイナーの本件分割の対

象となる事業に係る資産、負債、契約関係、雇用契約その他の権利義務を承継いたします。 



 

 

 

（6）債務履行の見込み 

 分割会社であるスタイルデザイナー及び新設会社であるＣ＆Ｐとも、分割後の資産の額が負債の額

を上回ること及び収益状況についても負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態が、現在のと

ころ予想されていないことから、債務の履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

 分割会社 

（2018年 10月 11日現在） 

新設会社 

（2018年 10月 11日時点の予定） 

①商号 株式会社スタイルデザイナー 株式会社Ｃ＆Ｐ 

②本店所在地 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４

番１号 

神奈川県横浜市中区翁町一丁目４

番１号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 置塩 圭太 代表取締役社長 置塩 圭太 

④事業内容 美容院、美容フランチャイズチェー

ンの運営 

美容院、美容フランチャイズチェー

ンの運営 

⑤資本金 98百万円 30百万円 

⑥設立年月日 1986年 4月 23日 2019年１月４日 

⑦決算期 12月 31日 12月 31日 

⑧従業員数 15名（ﾊﾟｰﾄ２名） 66名（ﾊﾟｰﾄ 248名） 

⑨大株主及び持株比率 当社 100％ 当社 100％ 

 

４．分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 分割会社 

決算期 2017年 12月 31日 

純資産 722百万円 

総資産 1,403百万円 

１株当たり純資産額 60,229.74円 

売上高 1,354百万円 

営業利益 91百万円 

経常利益 99百万円 

当期純利益 53百万円 

１株当たり当期純利益 4,466.71円 

 

５．分割後の状況 

 分割会社であるスタイルデザイナーの商号、本店所在地、事業内容、資本金、決算期については、

本件分割による変更はありません。 

 

６．今後の見通し 

 本件分割当事会社は、いずれも当社の完全子会社であり、本件会社分割が当社の連結業績に与える

影響は軽微であります。 

 

 

 
 

以 上 

 

 

 

 


